
下水道使用料を改定します下水道使用料を改定します下水道使用料を改定します下水道使用料を改定します

4月1日から4月1日から

きれいな水を守るためにはお金がかかります。皆さんのご協力をお願いします。
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今後4年間（平成16～19年度）の下水道使用料の対象となる経費と財源

維持管理費 
52億173万円 

維持管理費 
52億173万円 

維持管理費 
52億173万円 

　使用料収入　　78億4,740万円 

使用料収入　　93億4,830万円 

（ 2 ）

※1 維持管理費…汚水処理費や下水道管の清掃・補修費など　　　　　　　　　
※2 資　本　費…下水道管布設や下水処理場の建設のために借り入れた資金の返済金

値上げをしても　　 
対象経費の半分以上は 
税金で補てんして 
　　　　いるんだね 

値上げをしても　　 
対象経費の半分以上は 
税金で補てんして 
　　　　いるんだね 

※
1

※
2

▲東部浄化センター



下水道使用料を改定します下水道使用料を改定します

4月1日から4月1日から

（ 3 ）
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下水道使用料を改定します下水道使用料を改定します

4月1日から日から4月1日から日から4月1日から

問い合わせ　下水道部管理課 155-2801

Egesui@city.fuji.shizuoka.jp 

http://fujishi.jp/cityhall/gesui-b/

 

s
下
水
道
は
き
れ
い
な
水
辺
環
境
を
守
り
ま
す

1か月の汚水量が30m3の
場合、新料金で計算する
と、月3,255円になりま
す。
※1円未満は切り捨て


